
地方には
考えつくせないほどの
夢と可能性、
幸せのタネが
埋もれている！
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令和２年７月

京丹後市長 中山 泰



○京丹後市は、京都府の最北端、丹後半島に位置し、東西約35km 南北約30kmの広がり
を持っています。

○沿岸部は山陰海岸国立公園、丹後天橋立大江山国定公園に指定され、内陸部には標高400
～600mの山々が連なっています。

■ 位置・地勢

■ 面積・人口等

面 積 501.43平方キロメートル

人 口 55,054人（H27国勢調査）

世 帯 数 20,469世帯

高 齢 化 率 35.3％（65歳以上人口）

主 要 産 業 金属製品・一般機械・輸送機械製造業、
繊維・衣服製造業、農林水産業、観光
業

産 業 別

就 業 率

１次産業： 2,714人（ 9％）

２次産業： 9,215人（31％）

３次産業：16,745人（56％）

501.43㎢

１ 京丹後市を巡る状況
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京都百景

丹後松島
日本の夕陽百選

夕日ヶ浦

日本一の鳴き砂の浜

琴引浜
コバルトブルーの海

海岸線

景観

海の京都
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丹後の冬といえば…

間人ガニ
内海で栄養たっぷり！

久美浜カキ

全国食味ランキング最高評価「特A」
西日本最多

丹後産コシヒカリ

食
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産業

丹後ちりめん

機械金属
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京丹後にルーツが？！
ヤマトタケル

日本武尊

関西経済界の重鎮

松本重太郎翁

男性長寿世界一(116歳)

故・木村次郎右衛門翁

世界最長寿ギネス認定を受ける
故木村次郎右衛門さん

日本武尊

現在の京丹後市
久美浜町の豪族
「川上摩須」の娘

京丹後市名誉市民

故・野村克也氏

人

京丹後市観光大使

太川陽介氏
プロレスラー

中邑真輔選手
アイドル

浜田翔子さん
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状況

●本市周辺の広域幹線道路等の整備
により、京阪神、北陸、中京方面へ
のアクセスが飛躍的に向上しました。
H26.7 舞鶴若狭自動車道全線開通
H27.7 京都縦貫自動車道全線開通
H28.10  山陰近畿自動車道が

京丹後市に初めて到達

●本市に近接する京都舞鶴港が「日
本海側拠点港」に選定されており、
H30.5には国際ふ頭の機能強化が完成
するなど、国際物流の進展が期待さ
れます。 7



人件費

5,362.831千円

（15.7%）

公債費

4,696,506千円

（13.7%）

扶助費

5,065,591千円

（14.8%）

普通建設事業費

4,069,886千円

（11.9%）

災害復旧事業費

1,484,067千円

（4.3%）

繰出金

4,241,100千円

（12.4%）

補助費等

2,964,444千円

（8.7%）

その他

603,039千円

（1.7%）

物件費

5,057,067千円

（14.8%）

積立金

695,744千円

（2.0%）

義

務

的

44.2%

任

意

的

39.6%

34,240,275千円

経

費

経

費

歳 出

投資的経費

＜歳出－性質別＞

16.2%

市税

5,151,422千円

（14.6%）

寄附金

265,517千円

（0.7%）

繰越金

1,155,640千円

（3.3%）

繰入金

1,218,100千円

（3.4%）

使用料及び手数料

593,208千円

（1.7%）

分担金及び負担金

297,632千円

（0.8%）

その他

1,557,296千円

（4.5%）

その他

601,284千円

（1.7%）

府支出金

2,635,573千円

（7.4%）

国庫支出金

3,767,775千円

（10.6%）

市 債

3,923,500千円

（11.1%）

地方交付税

14,222,551千円

（40.2%）

依

存

財

源

73.8%

自
主

財

35,389,498千円

歳 入
26.2%

源

＜歳 入＞

■ 京丹後市の財政運営の課題

H30一般会計決算より本市の財政規模・財源構造

・本市の財源は、国府支出金などに依存財源割合が3/4
⇒市税などの自主財源は、わずか1/4

・中でも、地方交付税（普通交付税・特別交付税）の割合が、
全体の約4割を占める財源構造となっている 8



■ 京丹後市の財政運営の課題

普通交付税の推移 合併による普通交付税の特例措置は、平成27年度から段
階的に逓減 ⇒ 令和2年度以降は、特例措置なし

※令和元年度までは決定額、令和2年度以降は、令和元年度の交付税が継続するものとした場合の想定額

合
併
に
よ
る
特
例
措
置
分

逓減開始後
累計48.4億円

減少
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■ 京丹後市の財政運営の課題

基金（貯金）年度末現在高の推移京丹後市財政見通し（令和元年10月時）より

貯金減少

さらに
今後減少の見込み

今後、最終処分場の整備、給食センターの更新など大型事業も控え、何
も手を打たなければ、将来の財政運営に大きな支障の懸念

⇒持続可能な財政構造の構築（自主財源の確保）が急務 10



２ 未来に向け育むべき活力、価値（in京丹後）とは

（１） 経済、健康、安全・安心など価値観が多様化する中で、

各価値観に通底する普遍的な価値である個人や社会の

「幸福、幸せ」を行政運営の中心軸に！

⇒ 誰もが幸福をますます実感できる

「市民総幸福のまちづくり推進条例」
（平成２７年１０月施行）
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背景・きっかけ

「幸福、幸せ」をど真中にすえて、「人とまちの幸せづくりへの挑戦」を！

行政を取り巻く状況 社 会 情 勢 先進的取組

•課題がますます多様化

•活力向上の競い合い

•一方で、職員・財源のスリム化

•社会経済の閉そく感

•価値観の多様化
◎大震災後やコロナ禍などの中で

「人と人の支え合い、たすけ合い、人

の絆」の大切さなど日本の伝統的な

価値観や美徳が浮きぼりに

•国民総幸福（ブータン）

•区民総幸福（荒川区）

•幸福度指標試案（内閣
府）

自ら明確に気づかない中でも、人と社会が改めて

「幸福の在り方」をさがし求めているのではないか？

行政の政策選定の「中心軸」の
設定がますます重要

人や社会が目指す“原点”には、
当然、誰もが願うこととして「人や
社会の幸福、幸せ」が共有できる
価値として厳然とある

など
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市民総幸福のまちづくり推進条例

今日、グローバル化、情報化、少子高齢化等、地域社会をめぐる状況は時々刻々と変化するとともに、市民の
価値観は、経済的な豊かさの追求ばかりではなく、より多様化してきています。それに伴い、地方公共団体に求
められる行政課題も多岐多彩になり、相互に複雑に絡み合っています。
このような状況の中で、市民本位で民主的かつ能率的な行政を進めるためには、行政運営の中心軸を明確
にすることが欠かせません。
そのためには、普遍的な価値である個人や地域社会の「幸福」を行政運営の中心軸として据え、誰も置き去り
にされることのないまちづくりの方向を見定めていくことが重要です。
このような認識のもと、市民それぞれに異なる幸福観があることが尊重され、市民総幸福のまちづくりを進め
るための基本的で共通的な事柄を定め、市民皆でこれを共有して推進するため、この条例を制定します。

第１条 この条例は、京丹後市まちづくり基本条例（平成１９年京丹後市条例第５４号）第５条第７号においてまちづくりの目
標として定める、誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまちづくり（以下「市民総幸福のまちづくり」という。）の基
本理念を明らかにするとともに、これを推進するための基本的で共通的な事柄を定めることを目的とする。

第２条 市民総幸福のまちづくりは、「幸福」が、地方自治において追求される住民福祉の本質をなすものであることにかん
がみ、市民の多様な価値観が尊重され、一人ひとりが幸福を一層実感できるまちづくりを目指すものとする。

第３条 市民は、幸福を追求し、これを自ら実現し、及び享受する主体であるとともに、市民総幸福のまちづくりの基本理念
の共有に努めるものとする。

第４条 市は、施策の立案及び執行に当たっては、総合計画その他の基本的な計画（以下「基本計画」という。）に基づき、
将来世代に及ぶ展望をも踏まえ、可能な限り選択可能な施策の体系を構築し、多様な市民ニーズの施策への効果的な反
映に努めるものとする。

目的

基本理念

自助及び基本理念の共有

市の施策の立案及び執行
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市民総幸福のまちづくり推進条例

第５条 市は、基本計画に基づき、市民の幸福度に関して、客観的かつ具体的に指標化し、及びそれを施策に反映するよう
努めるものとする。

２ 市は、前項の指標化に当たっては、市民一人ひとりの価値観があり、かつ、それには心の持ち方によって多様に異なる側
面があることにかんがみ、個人の価値観が尊重されるよう努めるものとする。

第６条 市は、地域社会の様々な分野において、市民が互いに支え合い、助け合い、高め合い、及び役割を担い合える社会
基盤の構築が、市民総幸福のまちづくりの大切な基礎となることにかんがみ、このための制度的又は社会的な環境づくり
に努めるものとする。

第７条 市は、市民総幸福のまちづくりの上で欠かすことができない、市民の命を守り、及び命が尊ばれる社会づくりのため
の配慮並びに誰も自殺に追い込まれることのない公的及び社会的な安全網の整備に努めるものとする。

第８条 市は、我が国のそれぞれの地域社会が固有の伝統と特色を活かしながら、互いに負担を分かち合うことによって、
地域や国の発展に貢献している実態を踏まえ、本市と本市以外の地域が支え合い、助け合い、及び高め合って、相互に地
域住民及び地域社会全体の一層の幸福の実現が図られるよう十分に留意するものとする。

第９条 市は、前各条に関わる施策の立案及び執行に当たっては、国、都道府県その他関係機関と十分に連携してこれを
行うものとする。

幸福度の指標化及び施策への反映

共助の環境づくり

公的及び社会的な安全網の整備

他の地域社会との連携

関係機関等との連携
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（２）まちづくり（条例）の目標に「市民総幸福のまちづくり」を追加（平成26年12月）

（まちづくりの目標）
第５条 市民及び市は、まちづくりの基本理念に基づき、次の各号に掲げる
まちづくりを推進する。

① 健やかで生きがいのある暮らしを実現するまちづくり

② 安全で安心して暮らせるまちづくり

③ お互いに支え合い、助け合うまちづくり

④ 歴史・文化、地場産業等の地域資源を活かしたまちづくり

⑤ 美しいふるさとの自然環境を守り次代に継承するまちづくり

⑥ 次代を担う子どもたちが「学び」を通じて夢をいだき、いきいきと成長するまちづくり

⑦ 誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまちづくり

「まちづくり基本条例」と「基本条例の目標に
「市民総幸福のまちづくり」を追加」

本市のまちづくりの規範として最も上位に位置するものであることを宣言し

①まちづくりの基本理念（自治と協働で進める、など）及び目標、②まちづくりの原則（情報共有と市民参加）、

③市議会、市長及び市職員、④住民自治、⑤市政運営などについて、基本的なことがらを定める

（１）京丹後市まちづくり基本条例（平成２０年４月施行）
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（２）条 例 の 概 要

市民総幸福のまちづくり推進条例

本案は、「その趣旨が、真の住民本位の地方自治を実現し、誰もが「幸福」を実感できる地域
社会の構築に向けたものであり、多様で複雑な価値観と行政課題が山積する中にあって、民
主的にして能率的な行政の確保を図るための地方自治の目的に合致したもの」

（１）まちづくり委員会答申（平成２６年10月）

前文
第１条（目的）
第２条（基本理念）
第３条（自助及び基本理念の共有）
第４条（市の施策の立案及び執行）

～本年1 0月公布。「市民総幸福」を中心に据える条例としては、本邦初～

○「幸福」をまちづくりの理念や中心軸としてみんなで共有
○「幸福度指標」を行政運営の羅針盤に

○「誰一人置き去りにされない」行政運営の基礎基盤に

第５条（幸福度の指標化及び施策への反映）
第６条（共助の環境づくり）
第７条（公的及び社会的な安全網の整備）
第８条（他の地域社会との連携）
第９条（関係機関等との連携）
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第２次総合計画において「市民総幸福のまちづくり」と「幸福度指標」の位置づけ

目標７.誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福のまち

多様で複雑な価値観と行政課題の中にあって、民主的かつ能率的な行政を進めるため、ど
のような価値観をもつ人であっても、普遍的な価値観又は規範である個人や社会の「幸福」を
行政運営の中心軸として明確に据え、まちづくりの方向を揺るがず見定めていきながら、市民
本位の行政を推進します。

基本方針.10 「幸福」を中心軸に据え総合計画の実現に向けた行財政運営

（１） 基本構想

（２） 基本計画

施策目的 市民幸せ度アンケート等による幸福度指標活用し、施策や制度が「市民総幸福の最大化」
に向かっているのか点検するとともに、第２次京丹後市総合計画（実施計画）に反映し、施策
の優先度を勘案し、幸福度を高める施策体系の再評価を行うことで、総合計画の立体化
（10年後目標の進捗管理に「時間軸」を導入し３次元化）を図ります。

方針（めざす姿） 幸福感をより高めていく行政運営の検証や施策体系の再評価を適時・継続的に行うこ
とで、市民誰もが幸福をますます実感できる市民総幸福の増進が持続して発展するまちづ
くりをめざします。

幸福度指標の作成 幸福度指標を用いた施策点検

アンケートを隔年ごとに
実施

「幸福度指標」を活かして「総合計画を立体化」
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■設立目的
自治体同士が互いに学び合い、切磋琢磨しながら、行政運営の一層のレベルアップを図ることで、誰もが幸福を
実感できる地域社会を築いていくとともに、このムーブメントを全国に広め、地方自治の改革ひいては幸福大国・
日本の創造を目指す。

■会員等
56自治体

■主な事業
総会及び実務者会議の開催、情報交換、幸福の研究等の取組 等

■共同アピール宣言
住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合、通称「幸せリーグ」を結成し、住民の幸福の追求という共通の
使命のもと、志を同じくする基礎自治体が相互に学び合い、高め合うことを通じて、真に住民本位の自治体運営を
実現し、誰もが幸福を実感できるあたたかい地域社会を築いていくことを宣言する。

住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合〔幸せリーグ〕
（Ｈ25.6.5設立）

～誰もが幸せを実感できるあたたかい地域社会を築く 幸福大国・日本へ～
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（２）「ヒト」の活力

〇 子供・若者の活力

⇒ 子供たちの夢や向上心を一層積極的に支えることができる

教育環境を京丹後にも！

⇒「中高一貫教育」の導入（まずはモデル校から）への挑戦！

●６年間の計画的・継続的な教育活動で、生徒の個性を伸ば

し、幅広い年齢層の間で社会性や人間性を豊かに

●学習内容の中高間での先取り可能化も（連携型の特区を！）
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〇 シニアの活力 －喜ぼう！感謝しよう！超高齢化社会 ❕－

⇒ 百歳長寿者の割合が多いまちの特徴を活かし、

百歳になっても様々な分野で才能を育み磨きつづけ、

生涯現役で元気に活躍することができるまちづくりを！

⇒ このような「百才活力社会づくり」を提唱し、推進する

⇒ 高齢社会の負担にばかり目をやるのではなく、むしろ佳きもの、

喜ばしきものとして向き合う ⇒結果、負担解消につながる！

20



百歳健康長寿の秘けつ集 ｺﾐｭﾆﾃｨｰﾋﾞｼﾞﾈｽ応援条例の創設 高齢者大学の統一設立

26年度～

コミュニティビジネスとは、地域課題を市民が主
体となり、ビジネスの手法を用いて解決していく事
業をいい、事業効果は、持続的な地域課題解決の推
進のために広く地域に還元されるものです。

和い輪い“がや我家”（わいわい がやがや）

和い輪いがや我家事業は、公益社団法人京丹後市シルバー
人材センター（髙山充男理事長）が手掛けています。
和い輪いがや我家は、市コミュニティービジネス応援条例

を活用して、平成26年から開始した軽食喫茶です。
定年退職者をはじめ、一人暮らしの高齢者などの交流を促

進させるとともに、家から出ることにより健康づくりにも寄
与するものとなっています。さらに、軽食喫茶を高年齢者が
自ら営むことにより、臨時的、短期的な就業や、軽易な業務
に係る就業機会にもなっています。

ここは、敷居が低いの
もウリの一つ。誰でも
利用していただけます
し、長時間、ゆっくり
とおくつろぎいただけ
ます。

平成24年度まで旧町単位で、独自（社会福

祉協議会、シルバー人材センター、市民局、地
域公民館）に取り組んでいた高齢者大学を、平
成25年度から社会教育事業として統一化を図
り、新たに「京丹後市高齢者大学」を創設しま
した。

「生涯現役のまちづくり」を推進する本市で

は、一部福祉施策として取り組んできた事業を
生涯学習として位置づけ、高齢者が自ら生きが
いを創造し、そして能力を地域に還元できる仕
組みづくりを目指します。

高齢者大学は、高齢者の仲間づくり、生き
がいづくり、健康づくりを推進するとともに、
学んだことを地域に還元し、人、まちづくり
へ貢献していただくことを目的として実施し
ています。
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（３） 産業の活力

〇 農林漁業から織物、機械金属工業、観光まで多彩な業種をど
う活かして、未来に広がる付加価値を創るか。
そこで多彩さを活かし

⇒ 「民民連携すいしん本部」を設置！
「民間の集積と産業分野Ａ×産業分野Ｂ」で新たな付加価値づくり

〇 豊かな自然環境、ＡＩ・ＩＣＴ技術、活用の劇的進展をどう産業・
社会に取り込むか ⇒ 「情報経営イノベーション専門職大学」と
包括協定などで「ＩＣＴ×各種産業分野」でまだない未来の価値、
幸せをつくる！
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京丹後市新経済戦略～１００のアクションプラン～

整備が進む高速道路網や拠点港湾の整備など経済発展に必要な産業・社会インフラが飛躍的に向上する状況を活か

し、２１世紀の大きな付加価値を創造するため、平成２５年９月に商工業振興についての「理念」と「施策」が一

体となった条例を京都府内で初めて制定。

あわせて、「京丹後市新経済戦略」を策定。新経済戦略の中で提案されている

新経済戦略「プロジェクト１００」に基づき「１００のアクションプラン」を

はじめ、商工業振興や企業立地に関する具体的な施策を積極的に展開します。

～企業立地支援制度の大幅拡充～

【勝手に“国民全員営業マン活動”（京丹後市企業誘致成功報奨金交付制度）】

事業所を新設予定の企業情報を提供いただき、その誘致に成功した場合には、情報提供者に対し、増加した市民正

規雇用者数に応じ成功報酬として「企業誘致成功報奨金」を交付。（報償額；上限額１,０００万円）

京都府制度（最大２０億円）
市既存制度（無利子融資等）
とあわせ 企業に対し
最大約１００億円
（全国最大級）の支援

企業立地支援制度
○企業立地助成金
○企業立地奨励金
○企業立地奨励品
○企業立地支援専門家 派遣制度

多彩な分野を「環」でつなぐ経済の仕組みづくり

～「伝統産業」＋「環境にやさしい」＝京丹後型“新グリーン経済”の構築へ～
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京丹後市商工業総合振興条例

目的 ～活力ある地域経済の発展を目指して～

条例の全体構成 ～「理念」と「施策」の一体型～

条例のポイント

本市商工業の振興及び企業立地の推進に関し基本となる事項を定め、市の責務並びに商工
業者及び商工関連団体等の役割を明らかにすることによって、体系的な施策の推進による本
市商工業の総合的な振興を図り、もって多様で活力のある地域経済の発展と豊かな市民生活
を実現することを目的としています。

条例は、制定の由来や必要性、目指す理想を宣言する「前文」に始まり、第1章及び第2
章で、商工業の総合振興にかかる基本的な「理念」と「方針」を、第3章から第6章で必要
な「施策」を述べています。
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条例のポイント

京丹後市商工業総合振興条例
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健康産業分野
（セリシン、フィブロイン活用に

よる健康食品等）

医療産業分野
（医薬品・検査薬等原料用組

換たんぱく質等）

新衣料分野
（スパイダーシルク活用による
靴下・ストッキング、紫外線防
御機能活用生活用品等）

新養蚕・桑農業分野
（新機能絹生産等）

新シルク産業分野への展開 既存産業分野への展開

観光産業分野
（新養蚕産業活用観光等）

無菌・無人・周年・人工飼料
による養蚕システムの実践

卵から繭になるには約２５日。年間通
じて稼働するとすれば、10畳スペース
が ３０室あれば周年飼育可能。生産
性が大幅に向上。

織物業
（和文化の継承・展開）

養蚕業
（養蚕業の継承・展開）

伝統産業の振興策
-新シルク産業の創造-

既存養蚕業も元気に！

技術を未来へ継承！

研究拠点を整備し、 新たな養蚕システム を構築・展開

遺伝子組替蚕の研究

スパイダーシルクは羽毛より
軽く、鋼より強い。カイコに蜘
蛛糸遺伝子を導入することに
よって作ることが可能。その他
にも、紫外線吸収力の高いも
のなど、シルクが持つ特定の
機能を高めたシルクの生産に
向けた研究を行う。

国産繭による
丹後ちりめん
生産の展開

未来開拓型経済戦略
-新グリーン経済の構築・推進-

●丹後産コシヒカリ 米食味ランキング直近5年で4度
「特Ａ」獲得

●間人ガニ 国内NO.1品質のズワイガニ
●山陰海岸ジオパーク 世界認定、美しい地質遺産
●琴引浜 日本最大級の鳴き砂の浜
●環境循環の推進 再生可能エネルギーの普及、

グリーン電力の導入

豊かな農漁村・自然環境など特色、強みを生かした新展開

ＥＶタクシー

京丹後市ｴｺｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ

生ごみバイオガス発電

太陽光（ソーラー）発電

木質チップ工場

＜これまで＞
・食物残さ投入のバイオガス発電による
電力供給、液肥生産

・太陽光発電事業開始（本年4月）
・小型風力発電の支援など

蓄電

＜これから＞ ・市内ゴミの全量投入の推進、
太陽光事業の駅周辺空間・市民展開など

発電

グリーン電力
の供給による
環境調和
交通の推進

豊富な食の恵みを
都市部で販売・発信！

京丹後の魅力発信・ファン拡大！

観光客の誘致へつなげる！

名古屋・中京圏を新
たなターゲットに！
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テレワークなどＩＣＴ・通信インフラを活用した京丹後ワークスタイルの創造

■「テレワーク」で「地方創生」の実現を！
■ 都市部からの人材誘致・企業誘致、産業創出に「テレワーク」が有効！

テレワークサポートセンターの開設
開設日：平成27年10月1日

コワーキング
スペース

サテライト
オフィス

施設マネージャー

★豊かな自然環境や食の魅力
など、住環境の強みを生かす

★都市との距離的ハンデを克服

★充足した通信インフラ網を活用

田舎での快適な
ビジネススタイルの提案

４ テレワークの推進 京丹後型ワークスタイルの創造
－都市との距離的ハンデ・手つかずの自然の中に“強み”“豊かさ”を見出す－
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３ 活力を育むための手段

（１）自治体の行財政力

〇 「ふるさと納税」の積極的活用

●自主財源を本格的に確保できる可能性 ⇒ 静かな財源革命

●地場産業振興の公的基礎づくり（返礼品市場）

●シティプロモーション

●市外の本市応援団（出身者等）との絆・ネットワークづくり

●市役所の意識改革
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平成30年度 全国のふるさと納税受け入れランキング

1位 泉佐野市（大阪府） 497億5,200万円

2位 小山町（静岡県） 250億6,200万円

3位 高野町（和歌山県） 196億3,700万円

4位 みやき町（佐賀県） 168億3,300万円

5位 都農町（宮崎県） 96億2,600万円

6位 都城市（宮崎県） 95億6,200万円

7位 熊取町（大阪府） 76億4,000万円

8位 境町（茨城県） 60億8,200万円

9位 森町（北海道） 59億 800万円

10位 上峰町（佐賀県） 53億1,700万円

11位 湯浅町（和歌山県） 50億3,700万円

12位 根室市（北海道） 49億5,700万円

13位 行橋市（福岡県） 44億4,900万円

14位 七宗町（岐阜県） 37億6,900万円

15位 奈半利町（高知県） 37億4,500万円

16位 上毛町（福岡県） 37億 100万円

17位 八雲町（北海道） 36億8,100万円

18位 寒河江市（山形県） 35億1,000万円

19位 唐津市（佐賀県） 34億4,300万円

20位 志布志市（鹿児島県） 32億7,000万円

338位／1,788自治体 京丹後市
2億4,800万円

・
・
・
・

平成30年度
総額：5,127億600万円
平均：2億8,700万円
（出展：総務省）
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出展：総務省
ふるさと納税に関する現況調査結果
（令和元年度実施）

出展：ふるさと納税ガイド

ふるさと納税可能
な潜在的可能性！
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（２）ヒトの知恵、気づきと工夫ので！

⇒ 困難は宝！

弱みの中に強みや豊かさのタネを再発見し、

これをしなやかに、大きく育む！

⇒ 地方には考えつくせないほどの夢と

可能性、幸せのタネが埋もれている
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例：金言、至言

〇 「たとえば水の中に居て「渇」を叫ぶが如くなり。長者の家

の子となりて貧里に迷うに異ならず。」（白隠禅師座禅和讃。

気づかないだけで周りは３６０度常に宝にあふれている！）

〇 「明珠在掌」（みょうじゅたなごころにあり。誰でも気づか

ないだけで既に光り輝く宝を手の中に持っている！）

〇 「困難は必ず解決策を一緒に連れてきている。私はそれゆえ

“困難さん”と呼んでいる。困難の中にチャンスが既に入ってい

る。」（日本電産（株）永守会長）
32



２００円バスと２００円レール の取組

◆路線バス（平成１８年度～現在）の取組

過疎地域で低額運賃を導入 「上限２００円バス」

「７００円×２人」ではなく、「７人×２００円」の取組へ

便利になり、喜んでいただき、

好循環の 「輪」 が広がる

バス運賃の最高1150円を
上限200円に

①輸送人員が年間２倍超

②運賃収入も年間30％増

③行政ｺｽﾄを年間18百万円減

鉄道を身近な乗り物に

◆地域鉄道（平成２３年度～現在）の取組

抜本的な利用促進策 「高齢者２００円レール」
「高齢者利用３倍増」を設定し、最高1530円を上限200円に

①輸送人員が３倍超

②生きた公費負担に改善

③外出支援で歩いて元気

① 高校生がバス待合所を作成

②高齢者が丸太ベンチを作成

④ 沿線住民が駅ホームに植栽 ⑤ 高校生と園児が駅ホームに植栽

③ 旅館のおかみさんが
列車でおもてなし

市民みんなで、公共交通を利用し、応援

取組前は、利用者数の減少の一途

導
入
時

２．地域鉄道１．路線バス

公費負担を

“良”とする

世論の育成
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平成17年12月 大規模な市民アンケートを実施
平成18年10月 上限200円バスの実証運行開始（路線バスの一部路線（4路線）の運賃を上限200円

に：区間運賃最大700円→200円）
平成19年10月 上限200円バスの運行を市内全域に拡大（区間運賃最大1,150円→200円）
平成20年10月 新たな地域（集落）へのバス運行の乗入開始
平成21年10月 さらに、 〃
平成22年10月 さらに、 〃 （実証運行から本運行へ移行）
平成24年 9月 運行開始から６年連続で利用者数が続伸（２．３倍増）、運賃収入も30％増
平成25年10月 さらに、宮津市、伊根町、与謝野町にも上限200円バスが拡大（半島周遊ダイヤの設定）
平成26年 4月 消費税の運賃への転換は行わず、運賃２００円のブランド化を死守。
平成28年 9月 輸送人員過去最高
平成29年 9月 さらに輸送人員過去最高
平成30年現在 さらに続伸中

バス交通の主な取組み経過等
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取組前

新たな輸送ｻｰﾋﾞｽの展開

ＥＶ乗合タクシー（新運行）導入後

デマンド運行デマンド運行
モノ（小荷物）と
サービス（買い物代行等）
の新たな輸送サービスの
展開が可能に。
※Ｈ27.4に国から通達を
発出していただいた。

Ｈ27.10.1～現在
民間タクシー撤退後の移動手段の確保

３．乗合タクシー
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Ｈ28.5.26～現在。地元ＮＰＯ法人による
公共交通空白地有償運送。

１．システム力により、遊休資産（住民と自家用車）を
無理なく活躍。※ｼｽﾃﾑ提供はUBER JAPAN

２．携帯電話を介して、ユーザーとドライバーがマッチン
グされます（ＩＣＴの導入は、世界的な時代の潮流）。

３．クレジットカードによる自動決済がラクチン。
現金決済も新たに追加（Ｈ28.12）

４．運行状況・内容の透明性が極めて高い。

４．ささえ合い交通
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システム力で
活躍の領域拡大自家用車 住民
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